
（令和3年度）

第9回

大和市特産品・推奨品協議会では、郷土色豊かな特徴ある食品、農水産品、工芸品
を大和市特産品・推奨品として認定し市場に奨励することにより、大和市のイメー
ジアップと特産品・推奨品の品質向上及び販売の促進を図ることを目的としてい
ます。今年度、第９回（令和３年度）の大和市特産品・推奨品を募集いたします。 

市内で製造又は加工された食品若しくは工芸品及び農水産品。 推奨品
とは

大和市内で栽培された農産物や材料を使用し、
市内で製造又は加工された食品若しくは工芸品及び農水産品。 

特産品
とは

2021年11月1日～2023年10月31日の2年間認定期間

①名称、意匠、製品の材料及び素材が、本市に関わりのあるものであること。  

②品質が優秀で、製造又は製作後、通常の保存、保管に3日以上耐えられること。  

③価格が適正であること。

④1年以上の販売実績があり、なお且つ継続的に提供できるものであること。

ただし協議会会長が認めたものはこの限りではありません。 

1,000円（1品）　*別途ご請求書をお送りいたします。
※後日指定した期間内に申請商品を必ず提出してください。期限までに提出の

ない場合は審査されませんのでご注意ください。

認定された場合は、認定証と認定品一覧、認定料等のご請求書を併せて、ご郵送いたします。

●認定料（1品につき）　新規 6,000円、更新 4,000円
●パンフレット等作成負担金（1商品につき）　20,000円
●特産品・推奨品認定シール　無料

審査基準

令和3年6月1日(火)～6月30日（水）までに申請書に必要事項をご記入の上、
大和商工会議所窓口にご持参いただくか、ＦＡＸまたは郵送にてご送付ください。

申請書は大和商工会議所窓口もしくはホームページからもダウンロードできま

す。（https://www.yamatocci.or.jp）

応募方法

大和商工会議所会員事業所及び会員事業所が所属する組合、開発団体等。 大

和市特産品・推奨品協議会が主催するＰＲ活動（イベント出店での即売会等）に

参加できる者（年3回程度予定）。 

応募資格

電　話：046-263-9112 （経営支援チーム　佐藤）お問い合わせ

特産品・推奨品募集 
大和市

申請料

頑張れ、日本！ 頑張れ大和！！

大和駅前の税理士なら
やまと総合会計事務所、
経理や確定申告なら
ご相談ください。

www.yamatocci.or.jpホームページにもサポート情報満載!是非アクセスしてください!
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新型コロナウイルス 主な補助金関連
６月は事業所調査の月です
飲食業のみなさまへ
中小法人・個人事業者のための　　
月次支援金
「キャッシュレス・消費喚起事業」へ
の参加のご案内
第52回 青年部通常総会
労働保険のお知らせ
所得税源泉徴収の納期の特例の納付
期限について
4月の景気動向調査
コラム 誰でもできる決算資料の分析
（その２）
6月行事予定
会員事業所の“新しい働き方”をサ
ポート「サテライトオフィス」
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新型コロナウイルス 主な補助金関連
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠) 
 　　　　　　小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して
取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を
両立させる ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産
プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。 

 　　　　　　補助上限額：100万円　　補助率：3/4 
 
●第2回受付締切　2021年  7月 7日（水） 
●第3回受付締切　2021年  9月 8日（水） 
●第4回受付締切　2021年11月10日（水） 
●第5回受付締切　2022年  1月12日（水） 
●第6回受付締切　2022年  3月 9日（水） 

持続化補助金低感染リスク型コールセンター
03-6731-9325（受付時間：9:30～17:30、土日祝日除く）

制度内容

申請期間

補助金申請額
補助金申請額

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

※第1回公募は終了致しました。 

中小企業等事業再構築促進事業補助金 
　　　　　　新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲
を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。 

 
補助額：100万円～6,000万円　補助率：2/3 
 
2次公募：5/17の週～7月上旬予定 

             事業再構築補助金事務局コールセンター
0570－012－088（受付時間：9：00～18：00、日祝日を除く）

制度内容

補助金申請額

申請期間 ※第1回公募は終了致しました。 

申請期間

制度内容

売上が減少した中小企業者への月次支援金
 　　　　　　5月中旬に詳細が決定致します。 ※P4をご参照ください。
【対象】 緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の時
短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少
した中堅・中小事業者

        令和3年6月中下旬開始予定

             月次支援金事務局 相談窓口
0120-211-240（受付時間：8：30～19：00）

申請期間

制度内容

令和元年度補正 小規模事業者持続化補助金
　　　　　　本補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、
小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、業務効率化の取組を
支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

 
補助上限額：50万円　　補助率：2/3以内
 
●申請受付開始  　2021年  3月13日（土）
●第5次受付締切　2021年  6月 4日（金）
●第6次受付締切　2021年10月 1日（金）
●第7次受付締切　2022年  2月 4日（金）

補助金事務局　03-6747-4602
（受付時間：9:30～12:00、13:00～17:30、土日祝日除く）

特例期間

助成率

制度内容

雇用調整助成金の特例措置

　　　　　　雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、
「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使
間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施する事業主に対して、休業手当などの
一部を助成するものです。 また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した
場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。 ここでは、令和2年4月1日から令和
3年6月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。通常時の雇用
調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。

判定基礎期間の初日が令和3年4月まで　1人1日15,000円が上限
判定基礎期間の初日が令和3年5月以降　1人1日13,500円が上限
（※15,000円の場合もあり。詳しくはQRコードをご確認ください。）

 　　　　  令和2年4月1日～令和3年6月30日
                         雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、
学校等休業助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999（受付時間 9:00～21:00、土日・祝日含む）

お問い合わせ

申請期間

制度内容

大和市デリバリー店支援金
 

デリバリー用メニューの作成と、そのポスティングにかかる費
用を支援致します。外部業者の種類にかかわらず、上記内容を
委託する場合は対象になります。※デリバリー代行業者への
配達手数料は対象にはなりません。

【対象】 中小企業・小規模企業・個人事業主

令和3年4月1日～令和4年2月28日

大和市 産業活性課 商業活性係 　046-260-5134 

大和市の制度神奈川県の制度国の制度
※各種補助金、支援金には申請要件等があります。詳細を必ず各公募要領にてご確認ください。

※引き上げ条件あり

※申請する枠や規模等により異なります。
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ＩＴ導入補助金 
 

中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツール
を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アッ
プといった経営力の向上・強化を図ることを支援するものです。 

 
補助額：30万～450万円  補助率：1/2～2/3 
 
2次公募締切：7/30（金）17：00まで

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
0570-666-424（受付時間 9:30～17:30、土日祝日を除く）

申請期間

お問い合わせ

お問い合わせ

補助金申請額

制度内容

申請期間 ※第1回公募は終了致しました。 

補助金申請額

お問い合わせ

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 
 

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面す
る制度変更に対応するため、革新的サービス開発・試作品開発・生
産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。 

 
補助額：100万円～1,000万円 
補助率：中小企業者1/2、小規模事業者2/3
　　　　　  2ヶ月、審査期間を1ヶ月として
6月、9月、12月、3月の四半期ごと

　　　　　　　 ものづくり補助金事務局サポートセンター
050-8880-4053（受付時間：平日10:00～17:00、土日祝日を除く）

制度内容

補助金申請額

申請期間

６月は事業所調査の月です
商工会議所では、その地区内の商工業の実態把握を目的とした商工業者法定台帳を作成・管理・運用することが商工
業会議所法により義務付けられており、その作成及び更新の為、毎年事業所調査を行っております。 
会員の皆様には、6月1日付で事業所調査票をお送りさせていただきますので、変更事項や未登録箇所にご記入の上、
6月30日（水）までに当所宛ご返信くださいますようお願い申し上げます。 
なお、本制度では神奈川県知事許可のもと、特定商工業者（※１）に該当する事業所の皆様の同意の上、負担金（※２）をご
納入いただき、台帳作成にかかる費用の一部に充てさせていただいております。 
※１特定商工業者とは　当所地区内（大和市内）で事業を営む事業所（支店・営業所を含む）のうち、 ①法人事業所の場合→資本金又は払込済出資金額が300万円以上、又は、常時使用する従
業員の数が20人（商業又はサービス業に属する事業を営むものについては５人）以上の事業所 ②個人事業所の場合→従業員数のみ法人事業所と同一条件を満たす事業所　注）会員・非会員
を問いません。 
※２負担金とは　全特定商工業者の方々に年額1,500円の負担金をお願いしております。 調査終了後、皆様の過半数の同意を得たうえで県へ申請し、改めて12月にご請求させていただきます。

お問合せ先 管理・会員サービスチーム  TEL：046-263-9111 
特定商工業者制度へのご理解・ご協力をお願い申し上げます 

制度内容

令和3年度 神奈川県中小企業・小規模企業感
染症対策事業費補助金(ビジネスモデル転換事業)
 

本補助金は、コロナ禍における県内経済活動の継続と成長を目的として、
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企
業者等が、既存事業から新事業（新商品や新サービス、新たな生産方式
へとビジネスモデルの転換に取り組む費用の一部を補助する制度です。

 
補助額：3,000万円　　補助率：3/4以内
（補助対象経費200万円以上の投資が必要）

【申請書類の提出】 郵送

 　　　　  令和3年5月19日(水)～6月18日(金)

神奈川県感染症対策補助金班(ビジネスモデル転換事業)
070-1187-0338、070-1187-0348、070-1187-0435
（受付時間：平日 9：00～12：00、13：00～17：00）

補助金申請額

お問い合わせ

制度内容

令和3年度 神奈川県中小企業・小規模企業感
染症対策事業費補助金(感染症拡大防止・非対面ビジネスモデル構築事業)

　　　　　　本補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と
ともに、コロナ禍における県内経済活動の継続を目的として、 新型コ
ロナウイルス感染症の拡大により 事業に影響を受けている中小企業
者等が感染症の拡大防止やコロナ禍の社会に適応した非対面ビジネ
スモデルの構築に取り組む費用の一部を補助する制度です。

 
補助上限額：100万円　　補助率：3/4以内
（工事を伴う換気設備を導入する場合は200万円）

 　　　　 令和3年5月19日(水)～7月30日(金)
                         神奈川県感染症対策補助金班
080-7654-1148、080-7654-1162、080-7654-1172、
080-7654-1189、080-7654-1235、080-7654-1254、
080-7654-1289（受付時間：平日 9：00分～12：00、13：00～17：00）

申請期間

046-274-8161㈱リベラル
”紙に強い”広告代理店

提案無料
デザイン

大和市に大和市に

あり。あり。あり。
大和市に

あり。リベラルリベラルリベラル

»詳しくはHPへ«
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受付時間  8:30-19:00 (土日・祝日含む全日)

03-6629-0479IP電話 専用回線0120-211-240 月次支援金 検 索

※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。 

6月分: 2021年7月1日～8月31日 4月分/5月分: 2021年6月中下旬～8月中下旬申請期間 

※4 2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これら
の地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。 

❷緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が
　2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること 

❶緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
　飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※4

※3 一時支援金を受給していても、月次支援金を初めて申請される場合は、宣誓・同意書も提出していただきます。 

2021年の対象月の売上台帳※3を添付 
マイページから、必要情報を入力 

※1 2019年または2020年における対象月と同じ月。 ※2 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実
施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月。 

2019年または2020年の基準月※1の売上-2021年の対象月※2の売上給付額

を支給します。 上限10万円/月個人事業者等上限20万円/月中小法人等

STEP1

STEP2

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和

中小法人・
個人事業者のための 

2回目以降の申請手続きが簡単  (2STEPのみ)になります。 

❶と❷を満たせば、 業種/地域を問わず給付対象 となり得ます。 

月 次 支 援 金

一時支援金または月次支援金を受給された方の申請の流れ 

給付額

※詳しくはホームページ（下記QRコード）でご確認ください。 
給付対象

ホームページ相談窓口

事前確認が不要!
その他書類が不要!  

※初めて申請される方は、ホームページ（下記QRコード）をご確認ください。

※2021年5月18日時点の情報です。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 第9弾と第10弾は、6月末を目途にまとめて申請受付を開始する予定です。
※詳細が決まりましたら、改めて当ホームページ等でご案内します。

飲食業のみなさまへ飲食業のみなさまへ

https://www.meti.go.jp/covid-19/
getsuji_shien/index.html
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青年部通常総会

への参加のご案内です。
「キャッシュレス・消費喚起事業」
2021年4月から加盟店募集が開始された、神奈川県が実施する

　「キャッシュレス・消費喚起事業」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売り上げが減少している県内
産業を支援することを目的に、神奈川県が2021年7月からキャンペーンを実施するものです。 
　具体的には、消費者が県内の小売店・サービス業者等の本事業参加店舗で、本事業専用アプリ「かながわPay」（※）

通じ、対象QRコード決済を用いて支払いをおこなった際、決済額の最大20％の金額に相当するポイントが消費
者に還元されます。 
本事業にご参加いただくことで、ポイント獲得やポイント利用目的の来店者数増加が期待できます。 

●7月31日（土）まで加盟店を募集しています。 

キャンペーン公式サイト（https://70cp.pref.kanagawa.jp/）で受け付けていますので、
ぜひお申し込みください。 
（※）「かながわPay」とは、統一QRコードを用いた本キャンペーン専用のアプリです。 対象となるQRコード決済は、「はまPay」「LINE Pay」「d払い」「au PAY」「楽天ペイ」です。 
QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

　昨年は新型コロナウイルスの影響で、総会が開けず書面決
議となっており、2年ぶりの総会開催となりました。今年度が
2期目となる長井隆史会長は「昨年の経験を活かし、できるこ
と、身になる事業をやっていきたい」と抱負を語りました。
　総会では、前年度の事業および収支決算報告と今年度の
事業計画および収支予算案が審議され、満場一致で承認さ
れました。
　総会には、河西正彦大和商工会議所会頭をはじめ、井上
昇副市長、井上貢市議会議長、渥美秀樹（一社）大和青年会
議所理事長らが来賓として列席、祝辞を述べた。また、11月
に厚木市で行われる関東ブロック大会かながわ厚木大会を
主管する厚木ＹＥＧの藤原寛文会長の動画メッセージや、
年度末をもって青年部を卒業した青年部員の卒業セレモ
ニーも併せて行われました。

● 4月22日(木)に大和商工会議所青年部は第52回通常総会を開催致しました。

青年部通常総会第52回

キャンペーン
公式サイト

5

62021 
vol.327 JUN.



4月の景気動向調査 全国景気動向調査結果3年
令和

建設

製造

卸売

小売

サー
ビス

4月の動向 業況DIは、回復基調続くも、厳しさ残る先行きは
感染再拡大に伴い、警戒感強まる

「リフォームや店舗のリニューアル工事の案件が増えてきている
が、米国の新築住宅の需要急増やコンテナ不足を背景に輸入木
材の仕入価格が上昇しており、今後の収益圧迫を懸念している」
（一般工事業） 
「鋼材価格の値上げでコスト増となっているが、物流がストップして
いた前年同月比では売上・採算ともに改善」（自動車部品製造業）
「前年同月は新茶の販売前の緊急事態宣言で売上が落ち込んだ
が、今年は巣ごもりによる家庭内の需要増加やネット販売の受注
増加により、売上は改善。今年の新茶は好天により品質がよいた
め、予約特典や贈答用の販促に力を入れ、さらなる売上改善を図
りたい」（茶類卸売業） 
「家電製品やインテリア、園芸用品などの在宅時間を充実させ
る製品の売上が堅調に推移しており、業況は改善。来月にかけ
て花や野菜の苗の品揃えを強化し、春のガーデニング需要の取
り込みを図る」（ホームセンター） 
「主要顧客である自動車関連の生産回復に伴い、輸送量が持ち
直している」（運送業）

中国・米国などの海外経済の回復に伴い、生産増が続く半導体・電子部品関連
や自動車関連の製造業が牽引したほか、巣ごもり需要で売上が堅調な小売業
が全体を押し上げた。一方、まん延防止等重点措置の実施に伴う営業時間短縮
や観光需要低迷により、外食・観光関連は厳しい状況が続く。オンライン活用
や新事業展開などが進む中、業種・業態によって対応の難しさが指摘されるほ
か、原材料費上昇によるコスト負担増加を不安視する声も多く、中小企業の景
況感は回復基調が続くものの、厳しさが残る。　※今回の業況DIは、比較対象
の前年同月（2020年4月）が感染拡大により全国で緊急事態宣言が発令され
ていた時期であることに留意が必要。 

全産業合計の業況DIは、 ▲25.3（前月比+10.0ポイント）

先行き見通しDIは、▲29.0（今月比▲3.7ポイント）
ワクチンによる感染抑制効果や、海外経済回復に伴う自動車や電子部品関
連の生産増に期待する声が聞かれる。一方、変異株の感染再拡大による活動
制約が続く中、客足減少や製品・サービスの受注・売上減少を懸念する企業
は多い。さらに原材料費や燃料費の上昇による採算悪化への不安もあり、先
行きに対して厳しい見方が広がっている。

雨小雨曇り薄晴れ晴れアイコン
天気図

2021年4月の景気と天気図（前年同月比）

労働保険のお知らせ
令和3年度・労働保険(労災保険・雇用保険)の 
確定・概算申告と保険料等の納付はお早めに。

労災保険と併せて石綿健康被害救済のための
一般拠出金も申告・納付となります。

労働保険の申請は便利な電子申請で！

労働保険の電子申請検 索

神奈川労働局 総務部 労働保険徴収課
適用第1係・第2係・第3係 TEL: 045-650-2803

お問い合わせ

お問い合わせ

申告・納付期間は 

6月1日(火)～7月12日(月) です。

納付期限について 
納期の特例の
所得税源泉徴収の

所得税源泉徴収の納期の特例の申請をしている方
の1月～6月分の所得税の納付期限は

7月12日（月） です。 
お忘れの無いよう宜しくお願い致します。 

大和商工会議所 経営支援チーム 

TEL: 046-263-9112
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このコラムを担当することになりました、橋本 奈義と
申します。中小企業診断士の仕事と南林間でお店の経営
の二足の草鞋を履いています。ここを見ていただいたの
も何かのご縁。どうぞよろしくお願いします。 

決算資料の読み方ということで、前回は損益計算書
（PL）の売上高、売上総利益、売上総利益率の３年間の推
移を見るということをお伝えしました。右肩上がり、横ば
い、右肩下がり、それぞれどんな推移をしていましたで
しょうか？？ 

今回は損益計算書の売上総利益以降の部分を見てい
きましょう。 

売上総利益の下は販売費及び一般管理費、略して販
管費といいます。人件費や家賃、電気代、消耗品などの経
費が集計されている部分です。まずは販売費及び一般管
理費の合計額について３年間の推移を確認してみましょ
う。販売費及び一般管理費の合計額は３年間、右肩上が
り、横ばい、右肩下がり、どのような推移でしたか？ 

販売費及び一般管理費は別名「固定費」とも呼びます
（厳密には少し違いますが、簡単に理解することを目的に
お伝えしています）。その名前のイメージのように、支出す
る額がほぼ固まっている、毎月、毎年かかる費用です。そ
してこの固定費は毎年少しづつ増えていく性質を持って
います。昇給制度があれば、人件費は増加しますし、ネッ
トでの月額の有料サービスを何か新たに契約すれば、そ
の経費も新たに上乗せされます。そしてそれが日常のアタ
リマエになっていくので、よほどのことがない限り、減る
ことはありません。つまり毎年毎年積もるホコリのよう
に、毎年太くなる木の年輪のように、拡大していきます。ち
なみに年間３％固定費が拡大していくと、５年で約２０％
拡大する計算になります。 

経営者がこの固定費を削減することは、想像以上に困
難です。従業員の給与を下げたら働いている人の士気に
大きく影響しますし、家賃の交渉も簡単ではありません。
電気代や日々の消耗品、ガソリン代の節約といっても、そ
れが日々の業務の効率を下げることになれば、本末転倒
という話になります。そう言っている間に新しい固定費が
積みあがるという構図です。 

固定費の削減は痛みを伴うということを覚えておきま
しょう。固定費の下げ方は、年間でもしくは月間でいくら
下げるという目標を先に決めます。その後何を削減する
のか決意を持って決めるしかありません。固定費の中は
あれば便利、あればいいというものばかりです。誰も要ら
ないものなど恐らく経費で払っていません。業務が不便
になる、売上が下がる、そういうデメリットの懸念があっ
たとしても、削るとすれば、何が一番優先順位が低いの
か、そういう痛みを覚悟するという視点を持たないと、固
定費の削減は難しいと思います。 

ということは、固定費の削減は利益を上げる、もしくは
赤字体質から脱却するための最終手段であるということ
です。その前に売上を上げる、売上総利益率を上げる、こ
れらによって固定費を賄う売上総利益額を増やしていく
事がまずは大切ということですね。 

今回はここまで。続きはまた次回ご紹介しますね。 

誰でもできる決算資料の分析（その2） 誰でもできる決算資料の分析（その2） 
コラム

１４年前より南林間にて美と健康の
店レンドルフ南林間を経営。その傍ら、
中小企業診断士として、様々な企業の
経営指導や管理職向け・営業マン向け
研修講師の活動を行っている。 

誰でもできる誰でもできる

はしもと　なよしはしもと　なよし

橋本 奈義橋本 奈義

掲載広告募集中です！
現在、広告掲載事業所を募集しています。
ぜひ、ご自分のお店、企業のPRをしてみませんか？
料金・掲載場所は以下の通りです。

サ
イ
ズ

料
金

裏面 ５ｃｍ×９ｃｍ（横1/2） 

中面 ５ｃｍ×９ｃｍ（横1/2） 

中面 ５ｃｍ×６ｃｍ（横1/3） 

月 12,000 

月 7,500 

月 5,000 

お問合せ先

046-263-9111管理・会員サービスチーム

尚、契約は1年間となります。
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ステップ１ ステップ 2 ステップ 3

会員事業所の事業者及び従業員の皆さまには使用料金の20％を還元します！ 
テレワークやWEB会議などにぜひご利用ください。 

サテライトオフィス 
会員事業所の“新しい働き方”をサポート 

ブース席
（1．2．3） 

個室オフィス 

差引金額 還元額 通常使用料金 

750円 

1,000円 

1,500円

150円 

200円 

300円

600円 
800円 
1,200円

AM 

PM 

1日 

差引金額 還元額 通常使用料金 

1,000円 

1,300円 

2,000円

200円 

260円 

400円

800円 
1,040円 
1,600円

AM 

PM 

1日 

サテライト 
オフィスを利用 

料金還元の流れ 

※ご利用には専用サ イトからの事前予約が必要です。 
※ご利用時は通常料金をお支払いいただきます。 

※料金還元申 請書にて申請して 下さい。 ※1月ごとにまとめて 事業所の口座
にお振 込みいたします。 

事業所で取りまとめて
料金還元を申請 

事業所の口座に
お振込み

ご予約は
こちらから

大和
商工
会議所 

第222回 日商珠算検定試験 6月27日(日)
正副会頭会 6月16日(水)
第158回 日商簿記検定試験 6月13日(日)
第55回 通常議員総会 6月10日(木)

神奈川やまと
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